
市民課　☎0738-23-5500

マイナンバーカード
休日申請所を開設します

マイナンバー

令和４年９月末までにマイナンバーカードを申請すると
最大 20,000円分のマイナポイントがもらえる！
マイナンバーカードの
新規取得等で

5,000円分

健康保険証としての
利用申込みで

7,500円分

公金受取口座の
登録で

7,500円分

詳しくはマイナ
ポイント事業
ホームページを
ご覧ください。

マイナポイント

お好きな
キャッシュレス
決済サービスで
使える！

開設日時・場所

７/31日
9：00～ 15：00

８/７日
9：00～ 15：00

８/11木
9：00～ 12：00

８/14日
8：30～ 11：00

８/21日
9：00～ 15：00

８/28日
8：30～ 11：00

８/28日
13：00～ 16：00

９/25日
8：30～ 11：00

９/４日
9：00～ 15：00

９/11日
8：30～ 11：00

第１回

上野老人憩の家

第２回

ふれあいセンター藤井

第３回

明神川会館

第４回

御坊市役所

第５回

西富安集会所

第６回

御坊市役所

第７回

岩内会館

第10回

御坊市役所

第８回

南塩屋会館

第９回

御坊市役所

当日の流れ（所要時間約10分）

顔写真撮影→申請書記入→完了
※カードの即日交付はできません。
　　申請から約1ヶ月かかります。　　

会場内ではマスクを着用してください。

　　当日会場内ではマイナポイントの
　　申込サポートも開設しています。
ポイントの申請には以下のものが必要です

▶マイナンバーカード
▶マイナンバーカードの暗証番号（数字４桁）
▶利用したいキャッシュレス決済サービスの
　「セキュリティコード」「決済サービスＩＤ」
▶本人名義の通帳など
　（公金受取口座の登録をする場合）

　詳しくはこちらから▶▶▶

マイナンバー制度について
・マイナンバー制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。
・マイナンバーカードを取得することで、本人確認書類や健康保険証としても使えるようになり、さらに一部の行政
手続きをオンラインで申請することが可能になります。

※当日は持ちもの不要です。
詳しくはこちらから▶▶▶

　令和４年度分（令和４年７月分～令和５年６月分）の国民年金保険料免
除・納付猶予申請の窓口受付を７月１日（金）から開始します。
　収入の減少や失業、新型コロナウイルス感染症の影響等により、国民年
金保険料の納付が困難な場合、未納のままにせず、保険料の納付が免除ま
たは猶予される｢国民年金保険料免除・納付猶予制度｣をご利用ください。
　なお、前年所得（令和３年中の所得）の審査がありますので、所得申告
が必要となります。
　令和３年度分（令和３年７月分～令和４年６月分）の免除申請において、国民年金保険料の一部免除（４分の１
免除、半額免除、４分の３免除）が承認された方や、失業等を理由とした特例による免除（納付猶予）が承認され
た方も、新たに令和４年度分の申請が必要です。
　保険料を未納のままにしておくと、万一の際に障害年金や遺族年金を受けられない場合がありますので、お早め
に申請してください。
　免除申請は、申請月の２年１か月前まで遡ることができます。
　なお、学生の場合は「学生納付特例制度」をご利用ください。

～所得審査対象者と本年度所得基準額～
①全額免除・一部免除の場合
　所得審査対象者：申請者本人・申請者の夫または妻（別居中含む）・世帯主

②納付猶予の場合
　所得審査対象者：申請者本人(50歳未満の方)・申請者の夫または妻（別居中含む）
　所得基準：（扶養親族の数＋１）×35万円＋32万円（令和２年以前は22万円）

令和４年度分国民年金保険料の
免除・納付猶予申請受付が始まります

（扶養親族等の数＋１）×35万円＋32万円（令和２年度以前は22万円）

88万円（令和２年度以前は 78万円）＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

128万円（令和２年度以前は118万円）＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

168万円（令和２年度以前は158万円）＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額等

所得の基準
（申請年度の前年所得が、以下の計算額の範囲内であること）免除の種類　

全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

マイナンバーカードを利用して、
マイナポータルから以下の電子申請ができるようになりました。　
①国民年金加入の届出（資格取得・種別変更）
②国民年金保険料免除・納付猶予申請
③国民年金保険料学生納付特例申請

インターネットを経由するため、いつでもどこでも手続きができます。
詳しくは、国保年金課までお問い合せください。

国保年金課からのお知らせ 国保年金課　☎0738‐23‐5530

広報ごぼう 令和４年７月号広報ごぼう 令和４年７月号 4


